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秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
八
月
十
三
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
二
号

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
障
害
状
態
）

（
障
害
状
態
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
の
障
害
状
態

第
二
条

条
例
第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
場
合
の
障
害
状
態

は

、
別
表
に
定
め
る
状
態
（
条
例
第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
加

と
は
、
別
表
に
定
め
る
状
態
（

加

入
者
（
以
下
「
加
入
者
」
と
い
う
。
）
が
加
入
前
に
既
に
有
し
て
い
た
障
害

入
者

が
加
入
前
に
既
に
有
し
て
い
た
障
害

又
は
加
入
前
の
原
因
に
よ
り
生
じ
た
障
害
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
る

又
は
加
入
前
の
原
因
に
よ
り
生
じ
た
障
害
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
る

加
入
者
が
、
既
に
障
害
を
生
じ
て
い
た
身
体
の
同
一
部
位
に
新
た
な
障
害
が

加
入
者
が
、
既
に
障
害
を
生
じ
て
い
た
身
体
の
同
一
部
位
に
新
た
な
障
害
が

加
重
し
て
生
じ
た
結
果
重
度
障
害
と
な
っ
た
と
き
の
状
態
と
す
る
。

加
重
し
て
生
じ
た
結
果
重
度
障
害
と
な
つ
た
と
き
の
状
態
を
い
う
。

２

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
重
度
障
害
の
状
態

２

条
例
第
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
重
度
障
害
の
状
態

は

、
別
表
に
定
め
る
障
害
状
態
（
条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
数

と
は
、
別
表
に
定
め
る
障
害
状
態
（

口
数

追
加
加
入
者
（
以
下
「
口
数
追
加
加
入
者
」
と
い
う
。
）
が
条
例
第
七
条
第

追
加
加
入
者

が

一
項
に
規
定
す
る
口
数
追
加
加
入
（
以
下
「
口
数
追
加
加
入
」
と
い
う
。
）

口
数
追
加
加
入

前
に
既
に
有
し
て
い
た
障
害
又
は
口
数
追
加
加
入
前
の
原
因
に
よ
り
生
じ
た

前
に
既
に
有
し
て
い
た
障
害
又
は
口
数
追
加
加
入
前
の
原
因
に
よ
り
生
じ
た

障
害
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
る
口
数
追
加
加
入
者
が
、
既
に
障
害
を

障
害
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
る
口
数
追
加
加
入
者
が
、
既
に
障
害
を

生
じ
て
い
た
身
体
の
同
一
部
位
に
新
た
な
障
害
が
加
重
し
て
生
じ
た
結
果
重

生
じ
て
い
た
身
体
の
同
一
部
位
に
新
た
な
障
害
が
加
重
し
て
生
じ
た
結
果
重

度
障
害
と
な
っ
た
と
き
の
状
態
と
す
る
。

度
障
害
と
な
つ
た
と
き
の
状
態
を
い
う
。

（
加
入
の
申
込
み
等
）

（
加
入
の
申
込
み
等
）

第
三
条

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
入
の
申
込
み
又
は
条
例
第
七

第
三
条

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
入
の
申
込
み

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
数
追
加
加
入
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者

を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
込
書
を
知

は
、
加
入
等
申
込
書
（
様
式
第
一
号
）

を
知



- 2 -

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
込
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続
柄

二

心
身
障
害
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三

口
数
追
加
の
有
無

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

前
項
に
規
定
す
る
申
込
書

に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
口
数
追
加

２

前
項
の
加
入
等
申
込
書

に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

加
入
の
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書

類
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
込
者

及
び
そ
の
扶
養
す
る
心
身
障
害
者
の
住
民
票
の
写
し

一

加
入
申
込
者
及
び
そ
の
扶
養
す
る
心
身
障
害
者
の
住
民
票
の
写
し

二

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
告
知
書

二

申
込
者
告
知
書
（
様
式
第
二
号
）

申
込
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

㈠

心
身
障
害
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日
並
び
に
障
害
の
種
類
及

㈡
び
程
度

申
込
者
の
健
康
状
態
及
び
身
体
の
障
害
の
状
態

㈢

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

㈣
三

、

及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る

三

障
害
証
明
書
（
様
式
第
二
号
の
二
）
又
は
障
害
診
断
書
（
様
式
第
二
号

㈠

㈡

㈣

㈥

様
式
に
よ
る
児
童
相
談
所
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

の
三
）

十
四
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
証

明
機
関
の
証
明
書
又
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
医
師
の
診
断
書

心
身
障
害
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

㈠

心
身
障
害
者
の
障
害
の
状
態

㈡

心
身
障
害
者
の
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
名
及
び
当
該
傷
病
の
診

㈢
断
に
係
る
事
項

心
身
障
害
者
の
職
歴
そ
の
他
の
就
労
の
状
況

㈣

心
身
障
害
者
が
必
要
と
す
る
日
常
生
活
に
お
け
る
介
助
の
程
度

㈤

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

㈥

３

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
数
追
加
加
入
の
申
込
み
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
加
入
等
申
込
書
に
申
込
者
告
知
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 3 -

３

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
加

４

知
事
は

、
加

入
又
は
口
数
追
加
加
入
を
承
認
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、

入
又
は
口
数
追
加
加
入
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
加
入
等
」
と
い
う
。
）

を
承
認
し
た
と
き
は
加
入
等
承
認
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
、
加
入

等
を
承
認
し
な
か
つ
た
と
き
は
加
入
等
不
承
認
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に

申
込
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

よ
り
申
込
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
加
入
者
又
は
口
数
追
加
加
入
者
が
第
一
回
の
掛
金
を
納
付
し
た

５

知
事
は
、
加
入
者
又
は
口
数
追
加
加
入
者
が
第
一
回
の
掛
金
を
納
付
し
た

と
き
は
、
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
加
入
証
書
（

と
き
は
、
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
加
入
証
書
（
様
式
第
五
号
。

以
下
「
加
入
証
書
」
と
い
う
。
）
又
は
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

以
下
「
加
入
証
書
」
と
い
う
。
）
又
は
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

口
数
追
加
加
入
証
書
（

以
下
「
口
数
追
加
加
入
証
書
」

口
数
追
加
加
入
証
書
（
様
式
第
五
号
の
二
。
以
下
「
口
数
追
加
加
入
証
書
」

と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
掛
金
の
減
免
）

（
掛
金
の
減
免
）

第
五
条

略

第
五
条

略

２

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

２

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
掛

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
者

金
減
免
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）

を

が
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
の
証
明
を
受
け
、
知
事
に

知
事
に
提

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

加
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

申
請
の
理
由

三

世
帯
の
状
況

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
掛
金

３

知
事
は

、
掛
金

を
減
免
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、

の
減
免
を
決
定
し
た
と
き
は
掛
金
減
免
決
定
通
知
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ

り
、
掛
金
の
減
免
を
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
と
き
は
掛
金
減
免
却
下
通
知

申
請
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す

書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
申
請
者
に

通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

４

掛
金
の
減
免
は
、
知
事
が
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
受
理
し
た
日
の

４

掛
金
の
減
免
は
、
知
事
が
掛
金
減
免
申
請
書

を
受
理
し
た
日
の

属
す
る
月
か
ら
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
（
そ
の

属
す
る
月
か
ら
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
（
そ
の

日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
そ
の
前
月
）
ま
で
の
掛
金
に
つ
い
て
行
う
も

日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
そ
の
前
月
）
ま
で
の
掛
金
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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５

掛
金
の
減
免
を
受
け
て
い
る
加
入
者
は
、
条
例
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者

５

掛
金
の
減
免
を
受
け
て
い
る
加
入
者
は
、
第
一
項
各
号

に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
そ
の
該
当
事
由
に
異
動
を
生
じ
た
と
き

に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
又
は
そ
の
該
当
事
由
に
異
動
を
生
じ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る

は
、
速
や
か
に
掛
金
減
免
事
由
異
動
届
書
（
様
式
第
九
号
）
に
よ
り
知
事
に

届
出
書
に
、
加
入
者
が
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
異
動
と
な
る
場
合
を
除

届
け
出
な
け
れ
ば

き
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
住
所
所
在
地
の
市
町
村

長
の
証
明
を
受
け
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

加
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

減
免
の
該
当
事
由
の
異
動
の
内
容

三

世
帯
の
状
況

６

知
事
は
、
掛
金
の
減
免
の
決
定
を
取
り
消
し
、
又
は
掛
金
の
減
免
額
を
変

６

知
事
は
、
掛
金
の
減
免
の
決
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
掛
金
減
免
決
定
取

更
し
た
と
き
は
、

消
し
通
知
書
（
様
式
第
十
号
）
に
よ
り
、
掛
金
の
減
免
額
を
変
更
し
た
と
き

加
入
者
に
対
し
、

は
掛
金
減
免
額
変
更
通
知
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
り
加
入
者
に

そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７

掛
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
て
い
る
者
は
、
知
事
か
ら

７

掛
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
て
い
る
者
は
、
知
事
か
ら

請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
減
免
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
減
免
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
金
の
給
付
等
）

（
年
金
の
給
付
等
）

第
六
条

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
の
給
付

を
受
け
よ
う

第
六
条

条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
給
付
の
支
給
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
請

と
す
る
者
は
、
年
金
給
付
請
求
書
（
様
式
第
十
二
号
）

求
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

心
身
障
害
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
並
び
に
障
害
の
種
類
及
び

程
度

二

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
管
理
者
（
以
下
「
年
金
管
理

者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続

柄
三

死
亡
し
、
又
は
重
度
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
加
入
者
の
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続
柄

四

加
入
者
が
死
亡
し
、
又
は
重
度
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ

の
原
因
と
な
っ
た
傷
病
名
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五

口
数
追
加
加
入
の
有
無

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

２

前
項
の
年
金
給
付
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

加
入
者
の
死
亡
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

一

加
入
者
の
死
亡
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

加
入
者
の
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書
（

加
入
し
た
日

加
入
者
の
死
亡
診
断
書
又
は
死
体
検
案
書
。
た
だ
し
、
加
入
し
た
日

㈠

㈠

（
加
入
者
が
口
数
追
加
加
入
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
口
数
追
加

（
加
入
者
が
口
数
追
加
加
入
者
で
あ
る
場
合
に
は

、
口
数
追
加

加
入
の
日
）
か
ら
二
年
以
内
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

加
入
の
日
）
か
ら
二
年
以
内
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
所
定
の
死
亡
証
明

を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
医
師
の
証
明
書
）

書
（
様
式
第
十
三
号
）

加
入
者
の
氏
名
、
住
所
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
職
業

⑴

加
入
者
が
死
亡
し
た
年
月
日
及
び
そ
の
原
因

⑵

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

⑶～

略

～

略

㈡

㈤

㈡

㈤

二

加
入
者
の
重
度
障
害
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

二

加
入
者
の
重
度
障
害
に
よ
り
請
求
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
医
師
の
診

重
度
障
害
診
断
書
（
様
式
第
十
四
号
）

㈠

㈠

断
書

加
入
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

⑴

加
入
者
の
障
害
の
種
類
及
び
内
容

⑵

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

⑶
略

略

㈡

㈡

前
号

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

前
号

、

及
び

に
掲
げ
る
書
類

㈢

㈢

㈤

㈢

㈢

㈣

㈤

３

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
年

３

知
事
は
、
年
金
の
給
付
を
決
定
し
た
と
き
は
年
金
給
付
決
定
通
知
書
（
様

金
を
給
付
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す
る

式
第
十
五
号
）
に
よ
り
、
年
金
を
給
付
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
と
き
は
年

年
金
受
給

金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
よ
り
年
金
受
給

権
者
（
以
下
「
年
金
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
又
は
年
金
管
理
者
に
対
し
、

権
者

又
は
年
金
管
理
者
に

そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

知
事
は
、
年
金
の
給
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養

４

知
事
は
、
年
金
の
給
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養

共
済
制
度
年
金
証
書
（

以
下
「
年
金
証
書
」
と
い
う
。
）

共
済
制
度
年
金
証
書
（
様
式
第
十
七
号
。
以
下
「
年
金
証
書
」
と
い
う
。
）

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
加
入
証
書
等
の
再
交
付
）

（
加
入
証
書
等
の
再
交
付
）
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第
七
条

加
入
者
若
し
く
は
口
数
追
加
加
入
者
又
は
年
金
受
給
権
者
若
し
く
は

第
七
条

加
入
者
若
し
く
は
口
数
追
加
加
入
者
又
は
年
金
受
給
権
者
若
し
く
は

年
金
管
理
者
は
、
加
入
証
書
若
し
く
は
口
数
追
加
加
入
証
書
又
は
年
金
証
書

年
金
管
理
者
は
、
加
入
証
書
若
し
く
は
口
数
追
加
加
入
証
書
又
は
年
金
証
書

を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に

を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
加
入
証
書
等
再
交
付
申
請
書
（
様
式

定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
て
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

第
十
八
号
）

を
知
事
に
提
出
し
て
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

一

申
請
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続
柄

二

加
入
証
書
若
し
く
は
口
数
追
加
加
入
証
書
又
は
年
金
証
書
の
交
付
を
受

け
た
年
月

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
年
金
の
支
給
停
止
等
）

（
年
金
の
支
給
停
止
等
）

第
八
条

知
事
は
、
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
の
支
給
を
停
止
し
た

第
八
条

知
事
は
、
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
の
支
給
を
停
止
し
た

と
き

、
条
例
第

と
き
は
年
金
支
給
停
止
決
定
通
知
書
（
様
式
第
十
九
号
）
に
よ
り
、
条
例
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
給
付
の
支
払
を
差
し
止
め
た
と
き
又
は

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
給
付
の
支
払
を
差
し
止
め
た
と
き
は
年
金
支
払

条
例
第
十
五
条
第

一
時
差
止
め
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
号
）
に
よ
り
、
条
例
第
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
消
滅
さ
せ
た
と
き
は
、

二
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
消
滅
さ
せ
た
と
き
は
年
金
受
給
権
消
滅

年
金
受
給
権
者
又
は
年
金
管
理

決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
一
号
）
に
よ
り
年
金
受
給
権
者
又
は
年
金
管
理

者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
年
金
の
支
給
停
止
の
事
由
が
消
滅
し
、
再
び
年
金
を
支
給
す
る

２

知
事
は
、
年
金
の
支
給
停
止
の
事
由
が
消
滅
し
、
再
び
年
金
を
支
給
す
る

と
き
は
、

と
き
は
、
年
金
支
給
停
止
解
除
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
二
号
）
に
よ
り

年
金
受
給
権
者
又
は
年
金
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す

年
金
受
給
権
者
又
は
年
金
管
理
者
に

通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
弔
慰
金
の
給
付
）

（
弔
慰
金
の
給
付
）

第
九
条

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弔
慰
金
の
給
付
を
受
け
よ

第
九
条

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弔
慰
金
の
給
付
を
受
け
よ

う
と
す
る
加
入
者
又
は
心
身
障
害
者
の
葬
祭
を
行
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

う
と
す
る
加
入
者
又
は
心
身
障
害
者
の
葬
祭
を
行
う
者
は
、
弔
慰
金
給
付
請

項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
請
求
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

求
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

加
入
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続
柄

二

心
身
障
害
者
の
氏
名
並
び
に
死
亡
年
月
日
及
び
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
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傷
病
名

三

加
入
年
月
日
及
び
口
数
追
加
加
入
の
年
月
日

四

口
数
追
加
加
入
の
有
無

２

前
項
に
規
定
す
る
請
求
書

に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

２

前
項
の
弔
慰
金
給
付
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

加
入
者
が
請
求
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

一

加
入
者
が
請
求
す
る
場
合

・

略

・

略

㈠

㈡

㈠

㈡

二

心
身
障
害
者
の
葬
祭
を
行
う
者
が
請
求
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

二

心
身
障
害
者
の
葬
祭
を
行
う
者
が
請
求
す
る
場
合

・

略

・

略

㈠

㈡

㈠

㈡

３

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
弔

３

知
事
は
、
弔
慰
金
の
給
付
を
決
定
し
た
と
き
は
弔
慰
金
給
付
決
定
通
知
書

慰
金
を
給
付
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、

（
様
式
第
二
十
四
号
）
に
よ
り
、
弔
慰
金
を
給
付
し
な
い
こ
と
に
決
定
し
た

と
き
は
弔
慰
金
（
加
算
額
）
不
支
給
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
五
号
）
に

加
入
者
又
は
心
身
障
害
者
の
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面

よ
り
加
入
者
又
は
心
身
障
害
者
の
葬
祭
を
行
う
者
に

に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
脱
退
一
時
金
の
給
付
）

（
脱
退
一
時
金
の
給
付
）

第
十
条

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
脱
退
一
時
金
の
給

第
九
条
の
二

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
脱
退
一
時
金
の
給

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
加
入
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
加
入
者
は
、
脱
退
一
時
金
給
付
請
求
書
（
様
式
第
二

め
る
様
式
に
よ
る
請
求
書
に
加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
住
民
票
の
写
し
を

十
五
号
の
二
）

に
加
入
者
及
び
心
身
障
害
者
の
住
民
票
の
写
し
を

添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

加
入
番
号

二

脱
退
の
区
分

三

加
入
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続
柄

四

加
入
年
月
日
及
び
口
数
追
加
加
入
の
年
月
日

五

心
身
障
害
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

六

脱
退
し
た
年
月
日

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
脱
退

２

知
事
は
、
脱
退
一
時
金
の
給
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
脱
退
一
時
金
給
付

一
時
金
を
給
付
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、

加
入
者
に
対
し
、
そ
の
旨

決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
五
号
の
三
）
に
よ
り
加
入
者
に

を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。



- 8 -

（
脱
退
等
の
申
出
）

（
脱
退
等
の
申
出
）

第
十
一
条

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
脱
退
の
申
出
又
は
同
条
第
二
項

第
十
条

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
脱
退
の
申
出
又
は
同
条
第
二
項

第
一
号
の
口
数
の
減
少
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

第
一
号
の
口
数
の
減
少
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
加
入
者
等
脱
退

を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
出
書
に
加
入
証
書
又
は
口
数
追
加

（
口
数
減
少
）
申
出
書
（
様
式
第
二
十
六
号
）
に
加
入
証
書
又
は
口
数
追
加

加
入
証
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
入
証
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

加
入
者
又
は
口
数
追
加
加
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

脱
退
し
、
又
は
口
数
を
減
少
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

（
そ
の
他
の
届
出
等
）

（
氏
名
・
住
所
変
更
届
書
等
）

第
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

届
出

第
十
一
条

条
例
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出

は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
提
出

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
項
第
一
号

一

第
一
項
第
一
号

、
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
一
号

に
該
当
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に

に
該
当
し
た
場
合

氏
名
・
住
所
変
更
届
書
（
様
式
第
二
十
七
号
）

よ
る
届
出
書

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

㈠

加
入
者
、
心
身
障
害
者
、
年
金
管
理
者
又
は
年
金
受
給
権
者
の
変
更

㈡
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
又
は
住
所
並
び
に
変
更
の
あ
っ
た
年
月
日

二

条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
二
号

二

第
一
項
第
二
号

、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
二
号

に
該
当
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に

に
該
当
し
た
場
合

死
亡
・
重
度
障
害
届
書
（
様
式
第
二
十
八
号
）

よ
る
届
出
書

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

㈠

心
身
障
害
者
、
年
金
管
理
者
若
し
く
は
年
金
受
給
権
者
が
死
亡
し
、

㈡
又
は
加
入
者
が
死
亡
し
、
若
し
く
は
重
度
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
年
月

日

三

条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
た
場
合
（
年
金
管
理
者
を
指

三

第
一
項
第
三
号

に
該
当
し
た
場
合

定
し
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る

年
金
管
理
者
指
定
届
書
（
様
式
第
二
十
九

様
式
に
よ
る
届
出
書

号
）
又
は
年
金
管
理
者
変
更
届
書
（
様
式
第
三
十
号
）

加
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

㈠

年
金
管
理
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続
柄

㈡
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年
金
管
理
者
が
、
年
金
管
理
者
と
な
る
こ
と
に
同
意
し
、
並
び
に
心

㈢
身
障
害
者
の
年
金
を
管
理
し
、
及
び
誠
意
を
も
っ
て
そ
の
保
護
養
育
に

当
た
る
こ
と
を
誓
約
す
る
旨

心
身
障
害
者
の
氏
名
及
び
住
所

㈣
四

条
例
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
た
場
合
（
年
金
管
理
者
を
変

更
し
た
場
合
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
届
出
書

加
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

㈠

変
更
前
及
び
変
更
後
の
年
金
管
理
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
心
身
障
害

㈡
者
と
の
続
柄

心
身
障
害
者
の
氏
名
及
び
住
所

㈢

変
更
の
理
由
及
び
年
月
日

㈣

変
更
後
の
年
金
管
理
者
が
、
年
金
管
理
者
と
な
る
こ
と
に
同
意
し
、

㈤
並
び
に
心
身
障
害
者
の
年
金
を
管
理
し
、
及
び
誠
意
を
も
っ
て
そ
の
保

護
養
育
に
当
た
る
こ
と
を
誓
約
す
る
旨

五

条
例
第
二
十
条
第
三
項
第
三
号
に
該
当
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

四

第
三
項
第
三
号

に
該
当
し
た
場
合

年
金
支
給
停
止
事

を
記
載
し
た
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書

由
発
生
・
消
滅
届
書
（
様
式
第
三
十
一
号
）

の
氏
名

㈠

年
金
管
理
者

年
金
受
給
権
者
の
氏
名
及
び
住
所

㈡

支
給
を
停
止
す
る
事
由
が
発
生
し
、
又
は
消
滅
し
た
年
月
日
及
び
そ

㈢
の
内
容

２

条
例
第
二
十
条
第
四
項
の
届
書
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
に

２

条
例
第
二
十
条
第
四
項
の
届
書
の
提
出

定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
は
、
年
金
受
給
権
者
の
住
民
票

は
、
年
金
受
給
権
者
の
住
民
票

の
写
し
を
添
付
し
て
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
写
し
を
添
付
し
て
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

年
金
受
給
権
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

年
金
管
理
者
の
有
無
及
び
心
身
障
害
者
と
の
続
柄

３

前
項
の
届
書
は
、
様
式
第
三
十
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
加
入
者
台
帳
等
）

（
加
入
者
台
帳
等
）

第
十
三
条

知
事
は
、
加
入
者
及
び
口
数
追
加
加
入
者
、
年
金
受
給
権
者
及
び

第
十
二
条

知
事
は
、
加
入
者
及
び
口
数
追
加
加
入
者
、
年
金
受
給
権
者
及
び
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年
金
管
理
者
並
び
に
年
金
の
支
給
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
整
理
す

年
金
管
理
者
並
び
に
年
金
の
支
給
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
、

整
理
す

る
た
め
、
台
帳
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る

る
た
め
、
加
入
者
台
帳
（
様
式
第
三
十
三
号
）
及
び
年
金
受
給
権
者
台
帳

も
の
と
す
る
。

（
様
式
第
三
十
四
号
）
を
作
成
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
十
四
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


